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「情報通信技術分科会における委員会の設置（平成

13年１月 17日情報通信審議会情報通信技術分科会決

定第３号）」の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月２日 

情報通信審議会事務局 

 

 

 

 

 

 



情
報
通
信
技
術
分
科
会
に
お
け
る
委
員
会
設
置
の
一
部
改
正
（
案
） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
六
年
※
月
※
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
技
術
分
科
会
決
定
第
※
※
号 

 
 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
に
お
け
る
委
員
会
の
設
置
（
平
成
十
三
年
一
月
十

七
日
情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
技
術
分
科
会
決
定
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
項
第
１
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

１ 

放
送
シ
ス
テ
ム
委
員
会 

放
送
シ
ス
テ
ム
及
び
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
配
信
用
設
備
に
係
る
技
術
的
条

件
に
関
す
る
事
項 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
七
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         

                          



「 情 報 通 信 技 術 分 科 会 に お け る 委 員 会 の 設 置 」 （ 平 成 十 三 年 一 月 十 七 日 情 報 通 信 審 議 会 情 報 通 信 技 術 分 科 会 決 定 第 三 号 ） の 一 部 改 正 （ 案 ）

新 旧 対 照 条 文 

 
○ 情 報 通 信 技 術 分 科 会 に お け る 委 員 会 の 設 置 （ 平 成 十 三 年 一 月 十 七 日 情 報 通 信 審 議 会 情 報 通 信 技 術 分 科 会 決 定 第 三 号 ）  

            （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 

 

情 報 通 信 技 術 分 科 会 に お け る 委 員 会 の 設 置 
平 成 十 三 年 一 月 十 七 日 

情 報 通 信 審 議 会 情 報 通 信 技 術 分 科 会 決 定 第 三 号 

 

本 審 議 会 の 所 掌 事 務 の う ち 本 分 科 会 が つ か さ ど る 調 査 審 議 を 促

進 す る た め 、 情 報 通 信 審 議 会 議 事 規 則 第 十 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 、

本 分 科 会 の 審 議 す べ き 事 項 を 分 割 し て 調 査 す る た め 、 次 の 委 員 会 を

設 置 す る 。 

 

一 名 称 及 び 所 掌 

１ 放 送 シ ス テ ム 委 員 会 

放 送 シ ス テ ム 及 び 放 送 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第

二 十 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 配 信 用 設 備 に 係 る 技 術 的 条 件 に

関 す る 事 項 

２ Ｉ Ｐ ネ ッ ト ワ ー ク 設 備 委 員 会 

電 気 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク の Ｉ Ｐ 化 に 対 応 し た 電 気 通 信 設 備 に 

係 る 技 術 的 条 件 に 関 す る 事 項 

［ ３ ～ ８ 略 ］ 

［ 二 略 ］ 

 

情 報 通 信 技 術 分 科 会 に お け る 委 員 会 の 設 置 

平 成 十 三 年 一 月 十 七 日 

情 報 通 信 審 議 会 情 報 通 信 技 術 分 科 会 決 定 第 三 号 

 

本 審 議 会 の 所 掌 事 務 の う ち 本 分 科 会 が つ か さ ど る 調 査 審 議 を 促

進 す る た め 、 情 報 通 信 審 議 会 議 事 規 則 第 十 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 、

本 分 科 会 の 審 議 す べ き 事 項 を 分 割 し て 調 査 す る た め 、 次 の 委 員 会 を

設 置 す る 。 

 

一 名 称 及 び 所 掌 

１ 放 送 シ ス テ ム 委 員 会 

放 送 シ ス テ ム に 係 る 技 術 的 条 件 に 関 す る 事 項 

 

 

２ Ｉ Ｐ ネ ッ ト ワ ー ク 設 備 委 員 会 

電 気 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク の Ｉ Ｐ 化 に 対 応 し た 電 気 通 信 設 備 に 
係 る 技 術 的 条 件 に 関 す る 事 項 

［ ３ ～ ８ 略 ］ 

［ 二 略 ］ 



 

〈 参 考 〉 

○ 放 送 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 
第 二 十 条 の 三 協 会 は 、 第 二 十 条 第 一 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で の 業 務 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 必 要 的 配 信 業 務 」 と い う 。 ） を 行 う に 当

た つ て は 、 必 要 的 配 信 業 務 に 用 い ら れ る 設 備 （ 当 該 設 備 に 記 録 さ れ た 放 送 番 組 そ の 他 の 情 報 を 公 衆 か ら の 求 め に 応 じ 自 動 的 に 送 信 す る

た め の 設 備 そ の 他 の 総 務 省 令 で 定 め る 設 備 に 限 る 。 次 項 第 一 号 及 び 第 三 項 に お い て 「 配 信 用 設 備 」 と い う 。 ） 及 び そ の 運 用 の た め の 業

務 管 理 体 制 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 配 信 用 設 備 等 」 と い う 。 ） を 総 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る よ う に 維 持 し な け れ ば な ら な い 。



○
情
報
通
信
技
術
分
科
会
に
お
け
る
委
員
会
の
設
置 

 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
技
術
分
科
会
決
定
第
三
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日
一
部
改
正
） 

 
（
平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日
一
部
改
正
） 

 
（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
五
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
三
年
九
月
二
十
五
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
二
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
四
年
五
月
七
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
四
年
八
月
七
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
五
年
三
月
十
九
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
五
年
六
月
二
十
五
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
五
年
十
月
二
十
九
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
六
年
七
月
二
十
九
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
一
部
改
正
） 

 

（
平
成
十
七
年
三
月
三
十
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
十
七
年
十
月
十
二
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
十
八
年
七
月
二
十
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
十
九
年
八
月
二
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
一
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
二
年
九
月
十
六
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
三
年
二
月
十
五
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
一
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
二
十
八
年
十
月
十
二
日
一
部
改
正
） 

（
平
成
三
十
一
年
二
月
十
三
日
一
部
改
正
） 

（
令
和
六
年
七
月
二
日
一
部
改
正
） 

 

 
本
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
本
分
科
会
が
つ
か
さ
ど
る
調
査
審
議
を
促
進

す
る
た
め
、
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
第
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
本

分
科
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、
次
の
委
員
会
を
設

置
す
る
。 

改正後の分科会決定第三号（案） 



一 

名
称
及
び
所
掌 

１ 
放
送
シ
ス
テ
ム
委
員
会 

放
送
シ
ス
テ
ム
及
び
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
配
信
用
設
備
に
係
る
技
術
的
条

件
に
関
す
る
事
項 

２ 

Ｉ
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
委
員
会 

電
気
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
Ｉ
Ｐ
化
に
対
応
し
た
電
気
通
信
設
備
に 

係
る
技
術
的
条
件
に
関
す
る
事
項 

３ 

陸
上
無
線
通
信
委
員
会 

移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
及
び
固
定
通
信
シ
ス
テ
ム
に
係
る
技
術
的
条
件

に
関
す
る
事
項 

４ 

新
世
代
モ
バ
イ
ル
通
信
シ
ス
テ
ム
委
員
会 

新
世
代
モ
バ
イ
ル
通
信
シ
ス
テ
ム
に
係
る
技
術
的
条
件
に
関
す
る
事

項 

５ 

航
空
・
海
上
無
線
通
信
委
員
会 

航
空
無
線
通
信
の
技
術
的
諸
問
題
及
び
海
上
無
線
通
信
シ
ス
テ
ム
の

技
術
的
条
件
に
関
す
る
事
項 

６ 

衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム
委
員
会 

衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム
に
係
る
技
術
的
条
件
に
関
す
る
事
項 

７ 

電
波
利
用
環
境
委
員
会 

電
磁
波
が
電
子
機
器
や
人
体
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
事
項 

８ 

技
術
戦
略
委
員
会 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
分
野
に
お
け
る
重
点
研
究
開
発
分
野
及
び
重
点
研
究
開
発
課

題
並
び
に
研
究
開
発
、
成
果
展
開
、
産
学
官
連
携
等
の
推
進
方
策
に
関

す
る
事
項 

二 

組
織
等 

１ 

分
科
会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

２ 

委
員
会
に
主
査
を
置
き
、
委
員
会
に
所
属
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
の

う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
指
名
す
る
。 

３ 

委
員
会
の
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は
、
主
査

が
定
め
る
。 

 


